
 

住民バスの運行ダイヤ及び便数の見直し 

 

 

１ 運行見直しの経緯 

 住民バスは車両２台（乗車定員９名（運転手除く））を用いて週５日運行、１日１０便の運行を

しているが、車両の故障の頻発に伴い、限られた財源の中で今後も運行を継続するために運行ダ

イヤ及び便数の見直しを行うもの。 

 

２ 運行見直しの対象路線 

 菱野団地住民バス 

 

３ 運行見直し案 

(1)  運行ダイヤ及び便数の見直し 

   資料４―２参照 

(2)  主な変更内容 

車両故障時に運行した臨時ダイヤと同じ７便運行とすることで利用者の混乱を低減する。

また、車両１台の７便運行とし、車両の負担を軽減することで今後も長く運行を継続する

ことを目指す。 

 

４ 運行見直しの時期 

(1)  運行期間 

令和７年４月１日（火） 

(2)  理由 

分かりやすい年度代わりでダイヤ及び便数の見直しを行うもの。 

資料４－１ 



 

現行のダイヤ及び見直し後のダイヤ 
 【現行のダイヤ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見直し後のダイヤ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－２ 



 

 

参考１ 車両故障時の臨時ダイヤ 
 ８月～１０月の車両故障時に 日間、以下のダイヤで運行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２ 住民バスの利用状況 
 

 

 

 

 

  午前中はかなり込み合っているが、午後になると利用が落ち着く。 

 

 

1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 総　計
9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 13:10 13:40 14:10 14:40
12.5 13.6 11.0 10.9 10.5 7.6 5.5 3.6 3.9 2.8 81.8
12.6 11.1 9.8 10.1 9.5 7.4 5.2 3.1 3.8 3.7 76.3
11.8 11.2 8.8 9.6 8.1 6.8 4.7 3.3 4.6 3.2 72.3令和６年度

令和４年度
令和５年度

 


